
○下水道整備事業

下水道サービスを継続的に提供するため、管渠・ポンプ場・水処理センターにおける

老朽化した施設の改築更新に計画的に取り組む。

また、災害に強い下水道を目指し、重点地区を定めた「雨水整備Doプラン2026」や天

神周辺地区の雨水対策を強化した「雨水整備レインボープラン天神」第２期事業等の浸

水対策を推進するとともに、下水道施設の耐震化に取り組む。

このほか、未整備区域の解消や合流式下水道の改善、再生水利用下水道事業を推進す

るとともに、下水汚泥の有効利用や再生可能エネルギーの導入等に取り組む。

２９，００６百万円

（５） 合流式下水道の改善 ３８８百万円

（６） 再生水利用 ３４３百万円

（１） 下水道施設のアセットマネジメント １８，８４５百万円

（２） 浸水対策 ５，０５４百万円

（３） 地震対策 ２，９２７百万円

（４） 未整備区域の解消 １，４４９百万円

重 要 施 策

管渠 ３６ｋｍ、堅粕第３ポンプ場、中部水処理センター 外

筥松第９雨水幹線 外

みなと香椎 外

中部１1号幹線、金隈地区雨水管、西田隈第３雨水幹線 外

天神周辺地区 外

東部水処理センター 外



(単位：百万円、△：減)

８年度 ７年度 増減 前年度比（％）

( A ) ( B ) （Ａ）－（Ｂ） （Ａ）／（Ｂ）

下 水 道 使 用 料 28,570 31,729 △ 3,159 90.0%

一 般 会 計 繰 入 金 19,831 16,387 3,444 121.0%

そ の 他 11,039 10,905 134 101.2%

計 59,440 59,021 419 100.7%

維 持 管 理 費 20,168 19,552 616 103.2%

企 業 債 利 息 等 3,527 3,492 35 101.0%

減 価 償 却 費 等 28,878 28,587 291 101.0%

計 52,573 51,631 942 101.8%

6,867 7,390 △ 523

(単位：百万円、△：減)

８年度 ７年度 増減 前年度比（％）

( A ) ( B ) （Ａ）－（Ｂ） （Ａ）／（Ｂ）

企 業 債 18,577 17,404 1,173 106.7%

国 庫 補 助 金 5,883 6,681 △ 798 88.1%

一 般 会 計 繰 入 金 4,286 4,298 △ 12 99.7%

企 業 債 償 還 金
積 立 金 戻 入 6,624 2,245 4,379 295.1%

そ の 他 317 512 △ 195 61.9%

計 35,687 31,140 4,547 114.6%

建 設 改 良 費 30,521 31,094 △ 573 98.2%

企 業 債 償 還 金 25,192 20,784 4,408 121.2%

企業債償還金積立金 6,048 5,714 334 105.8%

そ の 他 13 13 0 100.0%

計 61,774 57,605 4,169 107.2%

△ 26,087 △ 26,465 378

(単位：百万円、△：減)

26,087 26,465 △ 378

減 債 積 立 金 7,010 6,650 360

損 益 勘 定 留 保 資 金 17,605 18,260 △ 655

消費税及び地方消費税
資 本 的 収 支 調 整 額 1,472 1,555 △ 83
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※資本的収入が資本的
支出に対し不足する額
については、左の表の
とおり、減債積立金、
損益勘定留保資金（減
価償却費等）、消費税
及び地方消費税資本的
収支調整額で補てんし
ます。

収益的収支

資本的収支

令和８年度 下水道事業会計当初予算の内訳



【雨水公費・汚水私費の原則】

【汚水処理にかかる経費の内訳】

下水道は、家庭や工場などから排出される汚水を下水管で水処理センターまで運び、きれいにして川や海
に流すことで、川や海の水質を保ち、豊かな自然環境を守っています。また、地面に降った雨水を、道路側
溝、下水管や雨水排水ポンプ場を経て速やかに川や海へ流し、道路や建物が浸水しないようにまちを守って
います。
下水道事業にかかる経費負担区分の考え方は、受益者負担の考えから、家庭や工場などから排出される汚

水の処理は、下水道使用者の皆様から使用料をいただいて事業を行い、自然に起因する雨水を排水し浸水を
防ぐ雨水処理は、税金で事業を行っています。
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汚れた水をきれいにする

下水道使用料で負担

浸 水 を 防 ぐ

税 金 で 負 担

汚水の処理に必要な費用は下水道使用者の皆様からいただいた下水道使用料でまかないます。
汚水１㎥（1,000ℓ）を処理するには約１４４円かかりますが、その内訳は下記のとおりで、下水道施設の

維持管理や施設建設時の借入金の返済などの経費に使われています。

汚水を
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まで運ぶ経費
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料金徴収

その他経費

施設の整備

にかかった
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施設の整備に
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借入金の利息等

汚水１㎥をきれいにする経費（令和８年度当初予算）

汚水1㎥を

きれいにする

費用

の内訳

（消費税抜き）

10 円

50 円

18 円

58 円

8 円 （ 7 ％）

（ 35 ％）

（ 12 ％）

（ 40 ％）

（ 6 ％）

144 円

下水道の財政について

下水道施設を維持・管理する経費



※R６年度までは決算値、R７年度は最終予算、R８年度は当初予算を計上

※R６年度までは決算値、R７年度は最終予算、R８年度は当初予算を計上
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下水道の整備費と普及率の推移
整備費

普及率

下水管や水処理センターなどを建設するためにはたくさんの費用がかかります。その費用は国からの補助
金や借入金（企業債）でまかなわれ、借入金の返済は下水道使用料や税金でまかなわれています。
本市ではオイルショック以降、本格的な整備を進め下水道の普及向上を図ったため、企業債の残高も年々

増加し、平成１４年度がピークで約５，０９７億円ありましたが、企業債の発行額を償還額の範囲内に抑制
したことで、令和６年度末には約３，０５６億円と２２年間で２，０４１億円減少しました。令和８年度末
の企業債残高は約３，０５８億円を予定しています。
本市の下水道整備は、水洗化普及のための整備が概ね完了したことから、現在は老朽化した施設の改築更

新をはじめ、浸水対策や合流式下水道の改善に重点をおいた整備を行っています。
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